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令
和
３
年

●ほんわ館だより（第107号）　●赤十字会員増強用チラシ

8/1

犬
・
猫
の
飼
い
主
の
皆
さ
ん
へ

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

【
犬
の
飼
い
主
の
方
へ
】

●
フ
ン
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

　

 

犬
の
フ
ン
に
関
す
る
苦
情
が
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
。
犬
の
フ
ン
の
放
置
は
条
例
違
反
で
す
。

後
始
末
を
し
な
い
無
責
任
な
飼
い
主
の
行

動
が
周
囲
の
人
を
困
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、
フ
ン
は
、
必
ず
持
ち
帰
って
く
だ
さ
い
。

●
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

 

放
し
飼
い
は
迷
子
や
事
故
の
原
因
、
周
り

の
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
も
な
る
の

で
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

【
猫
の
飼
い
主
の
方
へ
】

●
責
任
を
も
っ
て
最
後
ま
で
飼
い
ま
し
ょ
う

　

 

子
猫
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
連
絡
が
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。
子
猫
が
生
ま
れ
て
困
る
場
合
は
、

「
避
妊
」「
去
勢
」手
術
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※ 

動
物
の
遺
棄
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
に
違
反
す
る
行
為
で
す

（
違
反
す
る
と
１
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
）。

● 

飼
う
意
思
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
野
良
猫

に
エ
サ
を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い

　

 

子
猫
が
増
え
、
近
所
の
方
へ
迷
惑
を
か
け

て
し
ま
い
ま
す
。
最
期
ま
で
責
任
を
持
っ

て
飼
う
意
思
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
絶
対
に

や
め
て
く
だ
さ
い
。

農
業
用
使
用
済
廃
ビ
ニ
ー
ル

�

等
を
回
収
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
振
興
課
産
業
振
興
G

�

☎
６
６
２
‐
２
０
６
３

●
日
時　
８
月
１１
日
（
水
）
午
前
７
時
～
８

時
半　
※
時
間
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。

●
場
所　
Ｊ
Ａ
や
ま
が
た
長
崎
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー

戦
没
者
追
悼
式
を

�

開
催
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　
先
の
大
戦
に
よ
り
尊
い
犠
牲
と
な
ら
れ
た

中
山
町
戦
没
者
の
御
霊
を
追
悼
す
る
た
め
、

左
記
に
よ
り
中
山
町
戦
没
者
追
悼
式
を
開
催

し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
一
般
の
方
の
参
列
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

●
日
時　
８
月
３
日
（
火
）　
午
前
１0
時
～

●
場
所　
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

※
１
か
所
の
み
で
の
回
収
と
な
り
ま
す
。

●
回
収
品
目　
農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
（
肥
料

袋
含
む
）、
農
業
用
ポ
リ
フ
ィ
ル
ム
等

●
農
家
負
担
額　
汚
れ
て
い
る
廃
ビ
ニ
ー
ル

等
１
㎏
あ
た
り
45
円

※
１0
㎏
未
満
に
つ
い
て
は
、
一
律
４
５
０

円
。
た
だ
し
、
き
れ
い
な
廃
ビ
ニ
ー
ル
等

は
１
㎏
あ
た
り
３0
円
と
し
、
１0
㎏
未
満

は
一
律
３
０
０
円
と
し
ま
す
。

※
農
業
用
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
の
産
業

廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
責
任
に
お

い
て
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

※
回
収
に
つ
い
て
の
留
意
点
な
ど
、
詳
細
に

つ
い
て
は
農
政
推
進
員
の
方
よ
り
配
布
さ

れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
チ
ラ
シ

は
産
業
振
興
課
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
広
報
課
庶
務
広
報
Ｇ

�

☎
６
６
２
‐
２
１
１
１

　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
委
嘱
す

る
民
間
有
識
者
で
す
。
行
政
に
関
す
る
困
り

ご
と
や
意
見
・
要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医
療

保
険
・
年
金
か
ら
雇
用
、
運
輸
、
道
路
行
政

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。
予

約
不
要
で
す
の
で
当
日
会
場
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

●
日
時　
８
月
１１
日
（
水
）
午
前
１0
時
～
正
午

●
場
所　
中
央
公
民
館
１
階　
第
１
研
修
室

●
相
談
委
員　
黒
沼
裕
一
氏

 

（
中
山
町
担
当
行
政
相
談
委
員
）

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
来
場
前
の
検
温
、
マ
ス
ク
の
着
用
、

来
場
時
の
手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

1 3.8.13.8.1 ※本文中の「Ｇ」は「グループ」を省略したものです。



「ねたきり老人等」「重度障がい者」介護者激励金の支給について
　ねたきり老人等または重度障がい者を在宅で６か月以上継続して介護されている同一世帯
の方に激励金を支給します（過去１年間において、入院や短期入所等が３か月未満で、その期間
を除いた在宅での介護期間が６か月以上になる場合も該当します）。

※お問い合わせ先　健康福祉課介護支援Ｇ　☎６６２ - ２４５６

●対象者
ねたきり老人等（65歳以上）の介護者

※ただし、生活保護の被保護世帯に属する方は対象になりません

●基準日　　８月１日現在の状況で支給要件を確認します。
●支給額　　年額　５万円
●手続き　　各地区の民生委員を通じて健康福祉課まで申請してください。
　　　　　　民生委員の連絡先や激励金の詳細については健康福祉課にお問い合わせください。
●申請締切　８月23日（月）

重度障がい者（20歳以上65歳未満）の介護者

次のいずれにも該当する方を介護している方
１．要介護４～５または障がい支援区分５～
　　６（注）と認定されてから６か月以上そ
　　の状態が継続している方
２．寝たきりまたは認知症の方で一定の介助
　　を要する方

（注）障がい支援区分については、身体障がい者手帳
　　の等級とは異なり、認定調査や医師意見書に基
　　づき障がい支援区分判定審査会において認定
　　された区分となります。

次のいずれにも該当する方を介護している方
１．要介護４～５または障がい支援区分５～
　　６と認定されてから６か月以上その状態
　　が継続している方。
２．身体障がい者手帳１～２級、療育手帳Ａ
　　ランクまたは精神障がい者保健福祉手帳
　　１級を所持している方
３．次の10項目のうち６項目以上が全介助の方
　　歩行、移乗、洗身、食事摂取、飲水、排尿、
　　排便、上衣着脱、ズボン着脱、移動

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
出
張
個
別
相
談

＆
出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
ご
案
内

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
G

�

☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　
「
山
形
県
ひ
と
り
親
家
庭
応
援
セ
ン
タ
ー
」

の
相
談
員
に
よ
る
出
張
個
別
相
談
と
、「
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
や
ま
が
た
」
に
よ
る
ひ
と
り
親

の
出
張
臨
時
相
談
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。

● 

日
時　

８
月
１8
日
（
水
）　
午
前
９
時
～

午
後
４
時
３0
分
（
ひ
と
り
親
家
庭
応
援
セ

ン
タ
ー
）
／
午
前
１0
時
～
午
後
３
時
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
）

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
相
談
内
容　

　

 

・
就
労
、
子
育
て
の
悩
み
、
教
育
、
養
育

　
費
、
生
活
費
な
ど
個
別
に
対
応
し
ま
す
。

　

 

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
臨
時
窓
口
を
設
置
し
、

　
就
労
支
援
を
し
ま
す
。

●
対
象　
町
内
の
ひ
と
り
親
家
庭
等

※ 

申
込
み
は
不
要
で
す
が
、
相
談
希
望
者
の

人
数
に
よ
り
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
県
で
は
、
山
形
県
庁
２
階
講
堂
を
会
場
に
、

フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
し
た
大

規
模
接
種
を
実
施
し
ま
す
。

● 

対
象　
12
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
県
内
在
住

者
（
た
だ
し
、
２
回
の
接
種
を
ど
ち
ら
も

県
庁
会
場
で
受
け
る
こ
と
が
可
能
な
方
に

限
り
ま
す
。）

● 

予
約
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ま
た
は

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」を
利
用
し
、
県
の
予
約
専
用

ペ
ー
ジ
か
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※ 

予
約
受
付
は
７
月
29
日
（
木
）
か
ら
開
始

し
て
い
ま
す
。
予
約
の
状
況
に
よ
っ
て
は

受
付
を
終
了
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※ 

中
山
町
予
約
受
付
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
は

受
付
で
き
ま
せ
ん
。

● 
当
日
の
持
ち
物　

接
種
券
、記
入
済
み
の

予
診
票
、本
人
確
認
書
類
、お
く
す
り
手
帳

※ 
日
程
や
そ
の
他
詳
細
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

山
形
県
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

�

接
種
事
業
の
お
知
ら
せ

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
県
健
康
福
祉
部　

　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
総
合
企
画
課

�

☎
６
３
０
‐
２
４
９
４

23.8.13.8.1



7日
（土）

8日
（日）

9日
（月・祝）

１0日
（火）

１１日
（水）

１2日
（木）

１３日
（金）

１4日
（土）

１5日
（日）

１6日
（月）

〇 休 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 〇

町営バスの運行について

※お問い合わせ先　総合政策課まちづくり推進Ｇ　☎６６２ - ４２７１

８月７日（土）～16日（月）までの町営バス運行日は下記のとおりです。
○…通常運行　休…運休

令
和
３
年
度
中
山
町
成
人

式
典
の
開
催
を
延
期
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
生
涯
学
習
Ｇ☎

６
６
２
‐
２
２
３
５

　
町
で
は
、
新
成
人
の
皆
さ
ん
を
お
祝
い
す

る
「
成
人
式
」
を
例
年
８
月
15
日
に
開
催
し

て
い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
、
令
和
３
年
度
成
人
式
典

を
左
記
の
と
お
り
延
期
し
ま
す
。

●
期
日　
未
定
（
実
行
委
員
会
と
協
議
の
上

決
定
）

●
場
所　
中
央
公
民
館　
大
ホ
ー
ル

●
対
象　
平
成
12
年
４
月
２
日
～
平
成
13
年

心
配
ご
と
相
談
所
を

開
設
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

　
あ
な
た
の
お
悩
み
、
心
配
ご
と
な
ど
を
相

談
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
民
生

委
員
、
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時　
８
月
４
日
（
水
）

午
後
１
時
３0
分
～
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

※
電
話
で
の
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
、
来
庁
前
の
検
温
、
マ
ス
ク
の
着
用
、

来
庁
時
の
手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

●
内
容　
式
典
、
記
念
行
事
、
記
念
撮
影
等

●
そ
の
他　
長
崎
小
・
豊
田
小
・
中
山
中
学

校
卒
業
生
お
よ
び
町
内
に
住
所
を
有
す
る

方
に
は
、
開
催
１
か
月
前
ま
で
に
通
知
を

送
付
し
ま
す
。
通
知
も
れ
が
あ
っ
た
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
社
会
状
況
そ
の
ほ
か
安
全
対
策
の
た
め
、

予
定
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

全
国
ひ
ま
わ
り
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
・

ゴ
ル
フ
大
会
を
中
止
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

全
国
ひ
ま
わ
り
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
・ゴ
ル
フ
大
会

実
行
委
員
会
事
務
局
（
中
央
公
民
館
内
）

☎
６
６
２
‐
２
２
３
５

　
毎
年
10
月
10
日
・
11
日
に
最
上
川
中
山
緑

地
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
場
で
開
催
し
て
い

る
「
全
国
ひ
ま
わ
り
杯
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル

フ
大
会
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
中
止
し
ま
す
。

県
営
住
宅
一
般
公
募
のご案

内

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
す
ま
い
情
報
セ
ン
タ
ー

（
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
22
階
）

☎
６
４
７
‐
０
７
８
１

●
募
集
す
る
住
宅　

　
▼
中
原
ア
パ
ー
ト
⋮
３
Ｄ
Ｋ
・
７
戸
（
一

般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
、
う
ち
３
戸
は

単
身
可
）

　
▼
中
原
ア
パ
ー
ト
⋮
２
Ｄ
Ｋ
・
１
戸
（
高

齢
・
障
が
い
者
等
用
、
単
身
可
）

　
▼
長
崎
ア
パ
ー
ト
⋮
３
Ｄ
Ｋ
・
１
戸
（
一

般
用
・
倍
率
優
遇
あ
り
）

●
申
込
資
格　
現
に
同
居
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
り
（
単
身
可
を
除

く
）、
所
得
が
公
営
住
宅
法
規
定
に
該
当

す
る
方
（
県
外
在
住
の
方
も
申
込
み
可
能

で
す
）。

●
受
付
期
間　
８
月
４
日（
水
）～
１0
日（
火
）

午
前
１0
時
～
午
後
６
時（
月
曜
日
休
館
日
）

●
提
出
書
類　

　
▼
県
営
住
宅
抽
選
申
込
書
（
申
込
み
先
で

配
布
し
て
い
ま
す
。）　
▼
63
円
切
手
２

枚
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ふ
る
さ
と
奨
学
ロ
ー
ン

�

（
カ
ー
ド
型
）
の
ご
案
内

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
東
北
労
働
金
庫
寒
河
江
支
店

�

☎
０
２
３
７
‐
８
６
‐
２
２
１
０

　
（
公
財
）山
形
県
勤
労
者
育
成
教
育
基
金
協
会

�

☎
６
３
５
‐
０
１
０
１

狩
猟
免
許
試
験
を　
　
　

開
催
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
み
ど
り
自
然
課

�
☎
６
２
４
‐
３
４
０
４

　
（
一
社
）
山
形
県
猟
友
会

�

☎
６
２
４
‐
０
３
８
２

【�

狩
猟
免
許
試
験
（
第
一
種
／
第
二
種
・
網

猟
・
わ
な
猟
）】

●
日
時　
９
月
１１
日
（
土
）・
１2
日
（
日
）

　
（
受
付
期
間
：
８
月
１6
日
（
月
）
～
３0
日

（
月
））

●
場
所　
山
形
県
職
員
育
成
セ
ン
タ
ー

【
わ
な
猟
免
許
の
み
】

●
日
時　
令
和
４
年
１
月
１4
日
（
金
）

　
（
受
付
期
間
：
１2
月
１
日
（
水
）
～
１5
日

（
水
））

●
場
所　
村
山
総
合
支
庁
西
村
山
地
域
振
興

局
※
試
験
は
庄
内
会
場
と
置
賜
会
場
で
も
開
催

さ
れ
ま
す
。
場
所
や
日
程
な
ど
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

歯
周
疾
患
検
診
を

�

受
け
ま
し
ょ
う

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

�

☎
０
２
３
７
‐
８
４
‐
７
１
０
０

　
山
形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
は
、

歯
を
失
う
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
歯
周

疾
患
の
予
防
を
目
的
に
、
検
診
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
対
象
者
に
は
、
７
月
21
日
付

け
で
受
診
券
、
受
診
票
等
を
送
付
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
期
間　
８
月
１
日（
日
）～
１2
月
３１
日（
金
）

　
地
元
を
大
切
に
考
え
た
教
育
ロ
ー
ン
で
す
。

本
ロ
ー
ン
の
対
象
者
が
卒
業
後
、
山
形
県
内

に
就
職
ま
た
は
就
業
し
た
場
合
は
、
そ
れ
以

降
の
利
子
に
対
し
て
最
長
10
年
間
、
元
金

３
０
０
万
円
を
限
度
に
（
公
財
）
山
形
県
勤

労
者
育
成
教
育
基
金
協
会
か
ら
年
２・
０
％

の
利
子
補
給
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
融
資
利
率
が
年
２・
０
０
％
を

下
回
っ
た
場
合
は
、
融
資
利
率
が
利
子
補
給

率
に
な
り
ま
す
。

【
カ
ー
ド
型
】

　
在
学
期
間
中
、
限
度
額
の
範
囲
内
で
繰
り

返
し
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

● 

使
い
み
ち　
大
学
・
短
大
・
高
校
・
専
門

学
校
等
の
学
資
金
、
住
居
・
生
活
資
金
等

●
融
資
金
額　
最
高
２
０
０
０
万
円
以
内

● 

融
資
金
利
・
期
間　

変
動
金
利
型
…
年

１・７
５
％
～
年
２・４
５
％
・
最
長
20
年

（
９
月
末
日
ま
で
の
適
用
金
利
）

※ 

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
の
ご
利
用
期
間
と
元
利
金

ご
返
済
期
間
を
合
わ
せ
て
20
年
以
内
で
す
。

※ 

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
の
ご
利
用
期
間
は
在
学
期

間
を
限
度
と
し
て
最
長
７
年
間
元
金
据
置

が
で
き
ま
す
。

● 

保
証　
労
働
金
庫
指
定
の
保
証
機
関
の
ご

利
用
と
な
り
ま
す
。

●
そ
の
他

・ 

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
の
ご
利
用
期
間
中
は
、
所

定
の
保
証
料
が
金
利
に
含
ま
れ
ま
す
。

・ 

元
利
金
返
済
期
間
中
の
保
証
料
は
、
労
働

金
庫
が
負
担
し
ま
す
。

・ 

ロ
ー
ン
の
詳
細
は
、
労
働
金
庫
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・ 

一
括
で
ご
融
資
金
利
を
受
け
取
れ
る
証
書

貸
付
型
も
あ
り
ま
す
。

・ 

労
働
金
庫
の
店
頭
で
、
返
済
額
の
試
算
を

行
い
ま
す
。

※ 

労
働
金
庫
の
審
査
の
結
果
、
ご
融
資
で
き

な
い
等
、
ご
希
望
に
添
え
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。 

（
４
月
１
日
現
在
）

● 

場
所　
山
形
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
し
て

い
る
歯
科
医
院

● 

対
象　
昭
和
20
年
４
月
１
日
～
昭
和
2１
年

３
月
３１
日
生
ま
れ
の
方
で
、
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

● 

受
診
方
法　
事
前
に
受
診
す
る
歯
科
医
院

に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、「
山

形
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
歯
周

疾
患
検
診
」
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ

さ
い
。

●
料
金　
無
料

●
持
ち
物　
受
診
券
、
受
診
票
、
保
険
証

ひまわりグラウンド・ゴルフ場
予約状況【8月1日〜31日（7月末現在）】
期　日 使用コース 時　間　帯

８/28（土） Ｄ・Ｅ・Ｆコース ７：00〜１5：00
８/29（日） Aコース ７：３0〜１2：00
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、使用できなくなる場合も
あります。また、施設利用状況などは、町公式ホームページに掲載
しています。
●�上記のコースが大会などで独占して使用されますので、一般の方の
使用ができません。
●独占使用の申請受付は、使用日の1か月前で終了します。

※ご予約・お問い合わせ先　総合体育館　☎６６２‐２３００
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●募集職種
　　　土地改良施設の管理業務および改良区運営に関する一般事務
●募集資格
　　　（１）平成４年４月２日以降に生まれた方で、高等学校以上を卒業された方
　　　　　（令和４年３月31日まで卒業見込みの方を含む）
　　　（２）中山町、山辺町、寒河江市に在住し、通勤可能な方（または在住予定の方）
　　　（３）普通自動車運転免許所持者（オートマ限定を除く）
　　　　　（令和４年３月31日まで取得見込みの方を含む）
●要領等請求場所　最上堰土地改良区　総務課
●応募受付期間　　８月４日（水）〜３１日（火）
　　　　　　　　　午前９時〜午後５時（土・日曜日および祝日を除く）
●試　験　＜一次試験＞
　　　　　　期日…１0月３日（日）　場所…山形県土地改良会館（山形市松栄１- ７- 48）
　　　　　　試験内容…教養試験、性格特性検査、作文試験
　　　　　＜二次試験＞
　　　　　　日程等詳細はお問い合わせください。
※諸般の事情により、試験日等が変更となる可能性があります。
　詳しくは「職員採用試験募集要領」をご確認ください。

　　　　　※お問い合わせ先　　最上堰土地改良区　総務課　☎６６２‐２０４０

最上堰土地改良区職員を募集します

８月１日は「水の日」　８月１日～７日は「水の週間」です

限りある貴重な資源『地下水』を大切に！

　地下水は、四季を通じて水温の変化が少なく水質も良いため、生活や農工業、消雪など、地
域社会の中でいろいろな用途に使用されています。この貴重な資源を豊富できれいなまま後世
に引き継ぐのは、私たちの役目です。節水等による地下水の適正利用を心がけ、限りある資源
を守りましょう。

※お問い合わせ先　山形盆地西部地域地下水利用対策協議会事務局　寒河江市企画創成課
　　　　　　　　　　☎０２３７- ８５- １４１３
　　　　　　　　　住民税務課住民Ｇ　　☎６６２ - ２１１３

ひとりで抱えずにお電話ください
　突然の事件や事故、性犯罪などの被害に遭うと心身ともにつらく苦しい状況に置かれます。まず
はお電話ください。

～相談は無料です（通話料はかかります。）・秘密は厳守します～
●やまがた被害者支援センター相談電話　　☎６４２- ７８３０（なやみゼロ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月〜金曜日　午前１0時〜午後４時
●べにサポやまがた（性暴力被害相談電話）☎６６５- ０５００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月〜金曜日　午前１0時〜午後９時
※いずれも12月29日～1月3日および祝日はお休みです。
●メールによる相談…やまがた被害者支援センターホームページからアクセスしてください。
　　　　　　　　　　（公社）やまがた被害者支援センター　☎６４２‐３５７１
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消費生活の窓口から消費生活の窓口から 電気・ガスの契約切り替えは慎重に！
平成28年４月より電気、平成29年４月よりガスの小売全面自由化が始まりました。これにより、

新規参入を含む様々な事業者が、多様な料金メニューやサービスを提供しています。消費者はライ
フスタイルや価値観に合わせ、契約事業者を自由に選べるようになりました。それと同時に、全国
的に電話勧誘・訪問販売をきっかけとした電気・ガスの契約切り替えに関するトラブルなどの相談
が寄せられています。

〈事例〉 事業者が訪問し、「契約すれば電気の基本料金などが安くなる」と言われた。言われるがま
ま契約の手続きを取ったが、具体的にいくら安くなるなどの説明はなかった。

【アドバイス】
◆電気・ガスの料金のプランや算定方法をよく説明してもらい、納得してから契約しましょう。
◆�勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。
　 大手電力・ガス会社を名乗って勧誘するケースも見られます。どこの電力・ガス会社と契約して

いるか分からないということにならないように、電話番号等の連絡先を確認しておきましょう。
◆検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
　 氏名（契約名義）、住所だけでなく顧客番号、供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な

個人情報です。電話勧誘や訪問販売で情報を聞かれても、すぐ教えてしまわないように気を付け
ましょう。
◆契約してしまっても、クーリング・オフできる場合があります。
◆�困ったときは一人で悩まずに、消費生活相談窓口か消費者ホットライン１

い や や
８８（局番なし）、経

済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口（☎０３- ３５０１- ５７２５）に相談しましょう。
　出典：山形県消費生活センター注意喚起情報「電気・ガスの契約切り替えは慎重に！」
※ご相談・お問い合わせ先

中山町消費生活相談窓口（住民税務課住民Ｇ内）☎６６２‐２５９３

●

●

●
そ
の
他
団
体
等
の
お
知
ら
せ
●
●
●

①
お
問
い
合
わ
せ
先
　
②
と
き

③
と
こ
ろ
　
④
内
容
　
⑤
対
象
・
定
員

⑥
費
用
　
⑦
申
込
方
法
　
⑧
そ
の
他

【
創
業
塾
２
０
２
１　
受
講
者
募
集
】

　

①
中
山
町
商
工
会
ま
た
は
山
形
県
商

工
会
連
合
会
（
県
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
：http

://w
w
w
.sho

ko
kai-

yam
agata.or.jp

）
②
８
月
28
日（
土
）・

29
日
（
日
）、
９
月
４
日
（
土
）・
５
日

（
日
）・
１１
日
（
土
）
の
５
日
間　
各
日
午

前
１0
時
～
午
後
３
時　
※
う
ち
休
憩
１
時

間　
④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
オ
ン

ラ
イ
ン
形
式
で
創
業
を
学
ぶ
、
５
日
間
の

短
期
集
中
セ
ミ
ナ
ー
で
す
。　
⑤
創
業
を

予
定
し
て
い
る
方
、
創
業
し
て
間
も
な
い

方　
⑥
無
料　
⑦
①
に
お
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
く
か
、
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。　
⑧

受
講
方
法
…
自
宅
等
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
し
た
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
等

で
参
加
（
会
議
シ
ス
テ
ム
「
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
」

を
利
用
し
ま
す
。）

【﹁
借
金
返
済
に
関
す
る
相
談
窓
口
﹂
の
ご
案

内
】

　
①
山
形
財
務
事
務
所
理
財
課
（
☎
６
４
１

︲
５
１
７
８
）　
②
月
～
金
曜
日
（
祝
日
、

年
末
年
始
除
く
）　
午
前
８
時
３0
分
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時　
③
山
形
市
緑
町

２
︲
１5
︲
3
（
山
形
工
業
高
校
東
側
）
④

東
北
財
務
局
山
形
財
務
事
務
所
で
は
、
借

金
返
済
で
お
困
り
の
方
の
相
談
窓
口
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
相
談
員
が
借
金
の
状
況

等
を
お
伺
い
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
弁

護
士
等
の
専
門
家
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。
相

談
は
秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。　
⑦
相
談
専
用
電
話

（
☎
６
４
１
︲
５
２
０
１
）

【﹁
福
祉
の
仕
事
職
場
体
験
事
業
﹂
令
和
4
年

2
月
28
日
ま
で
実
施
中
！
】

　

①
山
形
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
（
山
形

県
社
会
福
祉
協
議
会
）（
☎
６
３
３
︲

７
７
３
９
）　
②
体
験
日
数
⋮
原
則
２
日

間　
午
前
９
時
～
午
後
３
時　
④
施
設
・

事
業
所
の
見
学
や
職
員
と
の
交
流
。
利
用

者
と
の
交
流
（
話
し
相
手
、
行
事
へ
の
参

加
）。
日
常
業
務
の
体
験
（
配
膳
、
下
膳
、

清
掃
）
な
ど　
⑤
福
祉
・
介
護
の
仕
事
に

興
味
が
あ
り
、
就
労
を
考
え
て
い
る
方
。

⑥
無
料　
⑦
令
和
4
年
2
月
１4
日
ま
で
①

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　
⑧
詳
細

は
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー
の
特
設
サ
イ
ト

「
福
祉
の
仕
事
を
見
つ
け
よ
う
！
」
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
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１．自衛官募集
募集種目 募集資格 受付期間 一次試験

自衛官候補生
（男子）

18歳以上33歳未満 ９月１0日（金）まで ９月18日（土）
自衛官候補生

（女子）
一般曹候補生 18歳以上33歳未満 ９月６日（月）まで ９月18日（土）

航空学生 海：18歳以上23歳未満
空：18歳以上21歳未満 ９月９日（木）まで ９月20日（月・祝）

２．自衛官採用制度説明会
●日時　８月2３日（月）午後５時〜６時30分
●場所　中央公民館１階　第１研修室

※お問い合わせ先　自衛隊山形募集案内所　☎６３４ - ３４３９

自衛官を募集します自衛官を募集します

たくさんのカブトムシがエサを取り合ってケンカしたり、遠くへ行きたいのかブンブン飛び回っ
て元気に遊んでいます。見て・触って・手に取って　カブトムシと触れ合って楽しんでください。
●時 間　午前８時〜午後６時
●場 所　中山町カブトムシハウス（柳沢３７５‐２）
●費 用　見学無料（カブトムシの販売も行っています。）
※ 不在の場合や、カブトムシがいなかったりする場合が　

ありますので、訪問する際は事前にご連絡ください。
※お問い合わせ先
　中山町カブトムシハウス（西塔）
　　☎０８０‐６０３０‐６４７９
　　☎６６２‐４６２６

令和３年度 令和３年度 夏の安全町民運動夏の安全町民運動
７月21日（水）～８月20日（金）展開中!!７月21日（水）～８月20日（金）展開中!!

夏型事故に注意!!
７月～８月は暑さや疲れからくる居眠り、ぼんやり運転が原因の正面衝突・単独事故が増加し

ます。正面衝突・単独事故は、死亡・重傷事故になりやすいので、こまめに休憩をとりましょう。

飲酒運転は犯罪です!!
６月28日、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校途中の小学生の列に突っ込むという大

変痛ましい死傷事故が発生しました。
　山形県では飲酒運転の摘発が相次いでいます。６月中には10件を超える酒気帯び運転が検挙され、
７月中も検挙が後を絶ちませんでした。飲酒運転は重大な事故を起こしかねないとても危険な行為
です。「飲酒運転を、しない！させない！許さない！」を心がけて、交通事故を防ぎましょう。

中山町カブトムシハウスＯＰＥＮしています中山町カブトムシハウスＯＰＥＮしていますカブトムシがたくさん生まれました
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二種混合（ジフテリア・破傷風）/日本脳炎の申込受付について

８月の日曜当番医　午前９時〜正午

※�日曜・祝日・年末年始の急病時は、山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39　☎635-9955）も利用できます。
８月８日 中山診療所 ☎６６２－５０１１ ８月22日 服部内科胃腸科医院 ☎６６２－２２７２

●申込期間　８月１日（日）〜８月１0日（火）
●対　　象　二種混合　平成2１年４月２日〜平成22年４月１日生まれ
　　　　　　日本脳炎１期（初回・追加）平成１3年９月２日〜平成１９年４月１日生まれで未接種の方
　　　　　　日本脳炎２期　平成１3年９月２日〜平成１5年４月１日生まれで未接種の方
●�次のいずれかの方法で申込票をお届けください。申し込み後、連絡はいきません。９月１日から希
望した医療機関で接種を受けてください（町外医療機関を希望した場合は接種券を郵送しますので
届いたら医療機関に予約をいれてください）。
　①郵送（〒９９0-0406　中山町大字柳沢2336-１　健康づくりG宛）
　②�保健福祉センター窓口へ来所。土・日曜日等、時間外は保健福祉センターの郵便受けに入れてく
ださい。

　③役場総合窓口へ来所。火曜日・木曜日は午後７時まで可能です。
※�ＢＣＧ、４種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、ロタウイルス、日本脳炎（３歳・４歳・９歳）、
麻しん風しん１期・２期、水痘は町内医療機関に直接申し込んでください（ただし、町外医療機関
希望の場合は健康づくりGに申込票を届けてください）。接種券を郵送しますので届いたら医療機
関に予約をいれてください。

令和３年９月に接種を希望する方

※保健事業に関するお問い合わせ先
健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６2－2８３６保健カレンダー 健康福祉課　健康づくりＧ　☎６６2－2８３６

※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。
事 業 名 日　時 場　所 対　象　者　等

母子手帳交付 ８／１0（火）
９：00〜１0：00 保健福祉

センター

母子手帳を交付し健康相談を行います。
●�持ち物　印かん、妊娠届出書、個人番号が確
認できるもの（個人番号カード、個人番号通
知カード等）と本人確認ができるもの（個人
番号カード、運転免許証等）
※�この日時で妊婦さん本人の都合がつかない場
合はご連絡ください。

定期健康相談 ８／１0（火）
１0：30〜１１：30

生活習慣病予防・健康診査に関する相談を行い
ます。

総 合 検 診

８／１2（木）
受付時間

7：40〜9：30

保健福祉
センター
検診ホール

柳町、あおば、岡地区の方
※送迎バス時刻
　�柳町公民館７：１5　あおば公園公衆トイレ側（セブ
ンイレブン裏）7：20　岡地区文化交流センター
　7：35　岡観音堂7：38

８／１7（火）
受付時間

7：40〜9：30

保健福祉
センター
検診ホール

新町、川端、下川、土橋地区の方
※送迎バス時刻
　�旧川端警鐘台跡７：20　浦山園芸前７：25　
　�ライズバス停前7：35　旧豊田地区農業集落多目
的集会施設（土橋）7：45

特定健診、後期高齢者健診、さわやか健診、がん検診を申し込まれた方。
申し込まなかった方で希望する場合は、健康づくりＧにご連絡ください。
●持ち物　�問診票、採尿容器、採便容器、前年度または前々年度の特定健康診査結果、

検診料金。
　　　　　40歳以上の方は、医療保険証を必ずお持ちください。
◆�詳しくは、「令和３年度中山町健康診断実施のご案内」をご覧ください（申し込まれ
た方に送付しています）。

幼 児 発 達 相 談
【 予 約 制 】

８／１8（水）
午前中

保健福祉
センター

お子さんの発達に関する相談を行います。
希望する方は８月１0日（火）まで電話で申し込
んでください。

２歳児歯科検診
８／20（金）

受付時間は個別通知
にてお知らせします。

保健福祉
センター
検診ホール

平成3１年４月〜令和元年６月生まれのお子さん
と前回欠席のお子さん
●�持ち物　�母子手帳、問診票、バスタオル、コ

ロナ対策用問診票
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令和３年 葉月／2021.August まちのカレンダー

その他のごみ収集日
※行事や日曜当番医は変更になる場合がありますので、お知らせ版をよくご覧になってください。
※ペットボトルは捨てる前に中をすすぎ、キャップとラベルを取り、それぞれ素材ごとに分別しましょう。
【８月９日（月）は祝日ですが、通常どおりごみの収集をします】

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
３１
9/1

火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水

■中山町民交通安全行動の日
●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室（総合体育館）
■ 国民健康保険税（１期）　、介護保険料（１期）、後期高
　齢者医療保険料（１期）、固定資産税（２期）納期限
□ほんわ館・総合体育館休館日
●スポーツの駅相談日
■中山町戦没者追悼式　★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）
◆３歳児健診
●いきいきクラス（総合体育館）
○心配ごと相談所
◆もぐもぐごっくん教室
★じぃじ・ばぁばの日

山の日
●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室（総合体育館）
振替休日

□ほんわ館・総合体育館休館日
◆母子手帳交付　◆定期健康相談
★発育測定と保健師のお話
●るんるん・はつらつクラス（中央公民館）
■行政相談
★作ってみよう！の日
●いきいきクラス（総合体育館）
◆総合検診

★子育て支援センターお盆休館
　　　　　　　　　（16日まで）

■中山町民交通安全行動の日

□ほんわ館・総合体育館休館日
○ひまわり温泉ゆ・ら・ら休館日

◆総合検診
★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）
◆幼児発達相談
★作ってみよう！の日
●いきいきクラス（総合体育館）

□中山中始業式
◆２歳児歯科検診

□ほんわ館おはなし会
★子育て支援センター開館日

●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
□長崎小始業式　
★子育て支援センター休館日
□豊田小始業式　◆母子手帳交付
◆定期健康相談　◆育児相談
★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）
◆乳児健診　○法律相談
●いきいきクラス（総合体育館）
★赤ちゃんとママの日

◆総合検診

●いきいきクラス（総合体育館）
●ウォーキング教室（総合体育館）

□ほんわ館・総合体育館休館日
◆乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症検診

★お話と遊びの会
●るんるん・はつらつクラス（総合体育館）

■中山町民交通安全行動の日
●いきいきクラス（総合体育館）

８月 ■…町関係 　□…教育委員会関係 　◆…保健関係　★…子育て支援センター関係
●…なかやま健幸くらぶ関係 　○…その他
※各事業については、新型コロナウイルス感染拡大状況により、変更になる場合があります。

※ごみ収集作業中の車両には近付かないでください！
町税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。詳しくは住民税務課税務Ｇへ（TEL 662-2112）

地　　　　区　　　　名 ペットボトル もやせるごみ ビン・カン
（資源物）

達磨寺全区・向新田・新田町全区・上町・新町・元町・中町・西小路
梅ヶ枝町全区・西町・南小路・土橋全区・岡全区・小塩全区

8月13日（金）
8月27日（金） 月・木曜日 火曜日

柳町・旭町全区・中原団地・広瀬団地・川端・下川・桜町全区・北小路
三軒屋・落合・文新田全区・いずみ全区・あおば全区・金沢全区・柳沢全区

8月９日（月）
8月23日（月） 火・金曜日 木曜日

粗大ごみ
（申込制）

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

古紙類回収（雑紙・新聞・
雑誌・段ボール・紙パック・
シュレッダー破砕紙）

スプレー缶・カセットボンベ
水銀含有ごみ
埋立てごみ

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類

中山診療所
662-5011
9時～12時

粗大ごみ
（申込制）

服部内科胃腸科医院
662-2272
9時～12時

雑貨品・小型廃家電類
プラスチック類




